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１．東大利町(Ａ街区)防災街区整備事業に係る都市計画 

について 
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２．東部大阪都市計画防災街区整備事業の決定（寝屋川市決

定）に対する意見書の要約 
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東部大阪都市計画防災街区整備事業の決定（寝屋川市決定）

に対する意見書の要約 
 

 意見書の要約 

Ａ  寝屋川市東大利町 92 番２及び同 93 番８の土地（以下、「本件土地」とい

う。）を事業区域に含めた場合と含めない場合の防災効果の差異を明らかにし

てもらいたい。 

 

 寝屋川市東大利町（Ａ街区）防災街区整備事業準備組合（以下、「本件準備

組合」という。）には、定款や議事録等が存在せず、議案書は存在しますが、

総会の出席者数、委任状出席者数等が不明であり、総会が成立したか、いか

なる議案が可決されたか不明である。寝屋川市は、本件準備組合をいかなる

根拠に基づき、いかなる性質の団体として取り扱っているのか。 

 

 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第 118 条第１項第

２号の「当該区域内にある耐火建築物等又は準耐火建築物等の延べ面積の合

計が、当該区域内にある全ての建築物の延べ面積の合計のおおむね三分の一

以下であること」について、本件事業に関する建築計画概要書その他資料を

踏まえると、対象区域における割合は 2,094.01 ㎡÷3,165.92 ㎡＝66.14％と

計算され、所定の要件を充足するのか。 

 

 令和４年７月 11 日発行の寝屋川市駅西地区まちづくりニュース（第５号）

において、まちづくり協議会の対象区域は、本件土地は含まれていないが、

令和５年７月９日に本件土地が対象区域となった。事前連絡もなく、意見の

機会もない。この対応に至る手続きは法令に則ったものか。 

 

 令和４年 11 月 15 日付け支援要請に「本件準備組合の運営等に関する支援

が必要不可欠であることから、市からの本事業への技術的支援等を要請しま

す。」と明記され、他方、「本件事業の予算等は、事業組合が認可後、管理費、

修理積立金等は事業組合が検討される。」とされており、本件準備組合が赤字

に陥った場合は、事業自体が頓挫し、損害が生じることが危惧される。 

寝屋川市として、本件準備組合の予算や活動について、どのように管理監

督をされているのか、またはされる予定なのか。 
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３．東部大阪都市計画防災街区整備事業の決定（寝屋川市決

定）に対する意見書（原文） 
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